
２－１　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

２－２　入札参加資格の確認

　(3)入札参加資格の確認等

　(2)申請書及び資料の提出は、原則静岡県電子入札システムによる電送とするが、ICカードの再取得が
　　 間に合わない場合など、紙媒体による提出について発注者の承諾（紙入札方式参加申請書（静岡県住宅
　　 供給公社事業電子入札運用基準　様式４）を提出）を事前に得た場合は、持参することができる。この
　　 場合、制限付き一般競争入札の紙入札申請は、入札参加資格確認申請書の提出期限前日までに行ってく
　　 ださい。

入札公告（入札後審査型・共通事項）

　 静岡県における建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満足
 していること。

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の4の規定に該当しないこと。

静岡県における建設工事競争入札参加資格の認定を受けていること。（認定業種は入札公告（入札後審査型・個
別事項）に記載）

建設業法（昭和24年法律第100号）第3条の規定に基づく許可を受けている者であること。（許可の種類は入札公
告（入札後審査型・個別事項）に記載）

入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から落札決定までの期間に､静岡県工事請負
契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成元年8月29日付け管第324号）に基づく入札参加停止（以下「入札参
加停止」という。）を受けていないこと。

静岡県発注公共工事暴力団排除措置要領（平成5年8月1日施行）に基づき、指名からの排除措置を受けていない
こと。

会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てが成されている者（更生手続開始の決定
を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てが成され
ている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。

以下に定める届出の義務のいずれかを履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
 ア　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
 イ　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
 ウ　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務

工事の安全を確保するため、技術者が2名以上（内2級以上が1名以上）いること。

　(1)この入札の参加希望者は、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を作成の上提出し、
     入札前に入札参加資格の基本的な確認を受けなければならない。また開札の結果、落札候補者になっ
     た者は、入札後に入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札参加資格の詳細な
     確認を受けなければならない。

入札参加資格確認基準日 申請書の提出期限の日

申請書 入札後審査型様式第2号

入札前に行う入札参加資格
の確認

提出期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、
本入札に参加することができない。

入札後に行う入札参加資格
の詳細な確認

落札候補となった者は、指定する期日までに以下の資料（添付資料含む）を作成の
うえ、指定する日時までに契約条項を示す場所へ提出すること。

１　同種工事の施工実績（様式第3号）（入札参加条件の場合）

２　配置予定技術者等の資格・工事経験（様式第4号）

３　許可等の状況（様式第5号）

４　設計業務等の受託者との関連

<電子システムの場合>午前9時から午後4時まで
※電子入札システムの場合は、送信後に電話連絡を行うこと。
<持参の場合>午前9時から午後4時まで（契約条項を示す場所）

同種工事の施工実績の確認
（参加条件の場合）

○同種工事の施工実績を確認できる書類を添付すること。

・同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し（ただし、当該
  工事が、財団法人日本建設情報総合センタ－の「工事実績情報システム（Ｃ
　ＯＲＩＮＳ）」に登録されている工事の場合は、様式第3号に登録済みである
　ことを明記したうえで、契約書の写しを省略することができる。）又は工事
　カルテ（ＣＯＲＩＮＳ）の写し等
　(上記に加え、当該工事の概要が記された設計図書の写し等が必要な場合
　は、入札公告 (入札後審査型・個別事項）1-5 に記載)
・同種工事の施工実績が静岡県発注のものである場合は、工事成績評定点が
　記載されている通知書の写し（完成検査合格通知書等）



　・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。

　・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。

　・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。

　・提出された申請書及び資料は、返却しない。　

　・提出された申請書及び資料は、公表しない。　

　・申請書及び資料に用いる言語は日本語とする。

２－３　設計図書等について

○専任を開始する日に、申請のあった配置予定技術者を配置できない場合やＣＯＲ
ＩＮＳ等により配置予定の技術者の専任義務違反が確認された場合は、原則、契約
しない、又は契約を解除する（契約前にあっては、入札保証金に相当する額を、契
約後にあっては、保証金に相当する額を違約金として支払わなければならない。こ
れらの場合、公社は一切の損害賠償の責を負わない）
○他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにも
かかわらず入札した場合や従事している工事の未完成等により、技術者が配置でき
ないにもかかわらず入札した場合は、入札参加停止を行う場合がある。

配置予定技術者等の資格・
工事経験の確認（参加条件
の場合）

○様式第4号に1-5に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定の技術者の
資格及び同種の工事経験を記載すること。この場合、配置予定の技術者として複数
の候補技術者を記載することができる。また、他の工事に配置されている技術者
が、従事している工事の完了等により本工事に確実に配置できる見込みがある場合
は、当該技術者を配置予定技術者として記載することができる。
　専任を要する工事における配置予定技術者の専任を開始する日は、現場施工に着
手する日が確定している場合は、明示された当該日から専任で配置できることを条
件とし、現場施工に着手する日が確定していない場合は、開札日の翌日から起算し
て20日目（土曜日、日曜日及び祝日を含む。）から専任で配置できることを条件と
する。
　専任を終了する日は完成検査終了日とし、修補等がなく、現場における検査が終
了することを条件とする。

○配置予定技術者の資格、雇用関係を証するものとして以下の書類を添付するこ
と。

・法令による免許については、免許を証する書面の写し

　また、配置予定技術者が営業所の専任技術者でないことを証する書類（建
　設業の許可申請書の様式八号(1)または（2）の写し）

・当該技術者との雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証、市区町村が作
　成する住民税特別徴収税額通知書等）の写し
  (健康保険被保険者証の写しを提出する場合、あらかじめ被保険者等記号・番号
　 及び保険者番号にマスキングを施すようお願いします）

・自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者であることを証明するもの
　の写し

○同種工事の施工実績を確認できる書類を添付すること。

・同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し〈ただし、当該
  工事が、財団法人日本建設情報総合センタ－の「工事実績情報システム（Ｃ
　ＯＲＩＮＳ）」に登録されている工事の場合は、様式第4号に登録済みである
　ことを明記したうえで、契約書の写しを省略することができる。〉または工事
　カルテ（CORINS）の写し等
　(上記に加え、当該工事の概要が記された設計図書の写し等が必要な場合
　は、入札公告 (入札後審査型・個別事項）1-5 に記載)
・同種工事の施工実績が静岡県発注のものである場合は、工事成績評定点が
　記載されている通知書の写し（完成検査合格通知書等）

許可等の状況 様式第5号に建設業許可の状況及び経営事項審査の結果〈並びに営業所の状況［県
内に営業所があることを条件とする場合］〉を記載すること。

許可通知書の写し 建設業法第3条に規定する許可の通知書の写し〈及び受付印のある建設業の許可申
請書の様式第1号及び別表又は様式第22号の2の写し等、静岡県内に営業所があるこ
とを証する書類［県内に営業所があることを条件とする場合］〉を提出。

入札参加資格 有効な「建設工事入札参加資格の審査結果」通知の写し

経営事項審査結果通知書の
写し

建設業法27条の29第1項に規定する総合評定値通知書（審査基準日が入札日より1
年7ヶ月以内のもの）の写し

設計業務等の受託者との関
連の確認（参加条件の場
合）

当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において
関連がある建設業者でないことを証する書類を提出。
・法人登記簿の役員に関する事項の写し
・最終の事業年度末における出資金残高の内訳が確認できる書類（決算書等）の
　写し

交付等の方法 入札公告（入札後審査型・個別事項）に記載

質問 電子入札システム又は書面持参（様式自由）とする。

質問に対する回答 電送又は書面により回答し、書面の場合は契約条項を示す場所で縦覧する。



２－４　入札前の参加資格確認において、入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

電送又は契約条項を示す場所へ書面持参（様式自由）
とする。

契約条項を示す場所で書面により回答する。

２－５　入札執行の場所等

入札の場所

２－６　入札価格（工事費）内訳書

　第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した入札価格（工事費）内訳書の提出を

求める。

受付

様式

取扱い

２－７　開札等

開札

<電子システムによる場合>入札書等受付期間に準じる。
<持参による場合>入札書の提出に準じる。

　入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について
説明を求めることができる。

入札参加資格がないと認められた者の請求方法等

発注者の回答方法

契約条項を示す場所

入札の方法 電子入札システムによる。ただし、やむを得ない場合で発注機関の承認を得たときは書面を持参
して入札できる。

<電子入札システムによる場合>電子入札システムにより入札書・入札価格（工事費）内訳書を提
出すること。

<持参による場合>事前に発注機関の承認を得て、開札日時に契約条項を示す場所に以下の書類を
提出すること。

・入札書、委任状（代理人の場合）、入札参加資格確認通知書、入札価格（工事費）内訳書を提
出すること。

その他注意
事項

①郵送による入札は認めない。

②持参による場合、事前に紙入札方式参加申請書による承諾を得たうえで、入札書、入札参
　加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び入札価格（工事費）内訳書を提出す
　ること。なお代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加
　算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を
　もって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する
　こと。

④入札執行回数は、2回を限度とする。

様式第9号

入札価格（工事費）内訳書は、入札書の添付書類とし、不備がある場合は入札を無効とする場合
がある。

契約条項を示す場所において、入札事務に関係のない公社職員を立ち会わせて行うか、入札者又
はその代理人を立ち会わせて行う。

入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並
びに建設工事競争契約入札心得（以下「入札心得」という。）及び〈現場説明、［現場説明を行
う場合］〉現場説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに当該工事の
入札価格（工事費）内訳書に不備があるときは、当該入札を無効とする。また、低入札価格調査
に協力しないことにより無効とする場合がある。

低入札価格調査の対象者が、開札後速やかになされる当該調査の実施に係る意思確認に対し、応
じられない旨の意思表示をした場合には、入札心得第13条第2項に違反するものであり、入札に関
する条件に違反した入札として当該入札を無効とする。

なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、入札後に行う入札参加資格の詳細な確
認において入札参加資格がないと確認された者や、落札候補者が入札日以降落札決定までの間
に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（平成元年8月29日付け管第324号）に
基づく入札参加停止を受けた場合には、当該落札候補者のした入札は無効とする。



２－８　その他

契約書の作
成

暴力団員等
又は暴力団
関係者によ
る不当介入
を受けた場
合の措置

落札者の決
定方法

①地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定によ
　り予定価格の制限の範囲内で最低の価格（最低制限価格を設定した工事にあっては、最低
　制限価格以上の価格）をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。調査基準
　価格を設定した工事にあって、入札価格が「調査基準価格」を下回った場合には、低入札
　価格調査の結果、当該入札価格で契約内容に適合した履行が可能と判断された場合に当該
　入札者を落札候補者とする。なお、入札価格が「静岡県低入札価格調査制度による調査実
　施要領」第11条の「契約しない基準額」未満の場合は、当該入札を無効とする。

②入札後に落札候補者から提出された入札参加資格確認資料を審査し、その結果、参加資格
　要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。参加資
　格要件を満たしていないと確認した場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上
　で、次順位者を落札候補者とし、入札参加資格確認資料の提出を求める。なお、落札者が
　決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。

入札保証金
及び契約保
証金

①入札保証金　免除。

②契約保証金　納付（契約金額の100分の10（低入札価格調査を受けて落札した者にあっては
　100分の30）以上）。ただし、利付国債若しくは地方債の提供又は金融機関若しくは保証事
　業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証
　証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を
　免除する。

その他 ①静岡県住宅供給公社電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。なお、代表者が変更
　となっているにもかかわらず、変更前のICカードを使用して入札に参加し、又は参加しよ
　うとした場合等、ICカードの不正使用が確認された場合には、入札参加停止を行うことが
　ある。また、契約後にICカードの不正使用が確認された場合には、契約解除を行うことが
　ある。

②電子システムの障害等やむを得ない事情がある場合、紙入札に変更する場合がある。

③入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。

④落札者は、様式第4号に記載した配置予定技術者を、当該工事の現場に専任で配置するこ
　と。（専任の配置技術者が必要な工事の場合）

⑤契約書案、契約約款、入札心得、仕様書及び現場説明書は、契約条項を示す場所で縦覧す
　るものとする。

⑥契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑦申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。

⑧1-5 に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者も申請書及び資料を提出すること
　ができるが、競争に参加するためには、当該資格の確認を受け、かつ、競争入札参加資格
　の認定を受けなければならない。

⑨低入札価格調査制度については、静岡県の「低入札価格調査制度実施要領・運用」によ
　る。また、最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格とする。

⑩落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
　ア　落札決定後から契約締結までの間に落札者が静岡県から入札参加停止措置を受けたと
　　きは、当該落札決定を取り消すことがある。
　イ　上記により契約を締結しない取扱いとした場合については、公社は一切の損害賠償の
　　責めを負わないものとする。

⑪本工事の下請人については、静岡県内に建設業法に規定する主たる営業所を有する者の中
　から選定するように努めること。

⑫その他詳細不明の点については、契約条項を示す場所及び事務を担当する機関へ連絡する
　こと。

①契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。

①本工事の受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固として
これを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上
必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に
報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
③受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる
等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
※不当介入を受けたにもかかわらず警察及び発注者への通報（報告）等を怠った場合は。入札参
加停止の措置を受けることがある。


